
2026年5月13日

住所 熊本市中央区練兵町１番地

株式会社　 肥　 後　 銀　 行

取締役頭取 　笠原　慶久

貸借対照表（２０２６年３月３１日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額 科          目

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） （ 資 産 の 部 ）

1,021,673 5,635,752

現 金 38,082 152,419

預 け 金 983,591 3,850,318

コ ー ル ロ ー ン 66,000 48,872

566 1,848

1 1,515,758

商 品 有 価 証 券 1 4,530

25,196 62,006

1,055,683 128,471

国 債 156,240 170,904

地 方 債 130,963 145,088

社 債 72,494 614,975

株 式 109,573 614,975

そ の 他 の 証 券 574,422 311

4,867,342 183

割 引 手 形 5,231 128

手 形 貸 付 4,201 16,042

証 書 貸 付 4,369,819 129,937

当 座 貸 越 488,089 19,356

11,468 5,432

外 国 他 店 預 け 11,421 5,213

買 入 外 国 為 替 14 1,845

取 立 外 国 為 替 32 2

126,970 12,079

未 決 済 為 替 貸 9,995 25,023

前 払 費 用 435 601

未 収 収 益 7,255 209

金 融 派 生 商 品 89,409 60,172

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 1,548 137

そ の 他 の 資 産 18,326 378

49,682 2,938

建 物 16,251 308

土 地 27,054 4,210

リ ー ス 資 産 548 9,709

建 設 仮 勘 定 1,668 6,859,168

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 4,159

11,883 18,128

ソ フ ト ウ ェ ア 11,782 8,133

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 101 8,133

10,475 317,480

0 18,128

9,709 299,351

△ 23,753 不 動 産 圧 縮 積 立 金 363

別 途 積 立 金 271,387

繰 越 利 益 剰 余 金 27,601

343,743

△ 36,761

60,707

6,042

29,987

373,730

7,232,899 7,232,899

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

繰 延 税 金 資 産

第１５５期 決　算　公　告

支 払 承 諾 見 返

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

リ ー ス 債 務

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

利 益 準 備 金

支 払 承 諾

資 本 金

利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金

前 払 年 金 費 用

無 形 固 定 資 産

資 本 剰 余 金

負債の部合計

（ 純 資 産 の 部 ）

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

資産の部合計 負債及び純資産の部合計

土 地 再 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

純資産の部合計

株 主 資 本 合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金

現 金 預 け 金

有 価 証 券

外 国 為 替

貸 出 金

金 銭 の 信 託

預 金

未 払 外 国 為 替

信 託 勘 定 借

貸 倒 引 当 金

繰 延 税 金 資 産

金 融 派 生 商 品

偶 発 損 失 引 当 金

給 付 補 塡 備 金

有 形 固 定 資 産

資 産 除 去 債 務

睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金

そ の 他 の 負 債

前 受 収 益

そ の 他 負 債

未 決 済 為 替 借

金 融 商 品 等 受 入 担 保 金

そ の 他 資 産

役 員 株 式 給 付 引 当 金

（単位：百万円）

売 渡 外 国 為 替

そ の 他 の 預 金

外 国 為 替

借 用 金

売 現 先 勘 定

譲 渡 性 預 金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

借 入 金

当 座 預 金

普 通 預 金

貯 蓄 預 金

通 知 預 金

定 期 預 金

定 期 積 金

債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金
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 損益計算書    

（単位：百万円）

121,506
83,292

貸 出 金 利 息 55,445
有 価 証 券 利 息 配 当 金 23,213
コ ー ル ロ ー ン 利 息 116
預 け 金 利 息 1
金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息 439
そ の 他 の 受 入 利 息 4,075

180
13,782

受 入 為 替 手 数 料 3,886
そ の 他 の 役 務 収 益 9,895

46
商 品 有 価 証 券 収 益 46

10,173
外 国 為 替 売 買 益 49
国 債 等 債 券 売 却 益 10,006
そ の 他 の 業 務 収 益 116

14,031
償 却 債 権 取 立 益 14
株 式 等 売 却 益 10,988
金 銭 の 信 託 運 用 益 223
そ の 他 の 経 常 収 益 2,805

94,780
24,614

預 金 利 息 11,114
譲 渡 性 預 金 利 息 429
売 現 先 利 息 6,035
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 6,398
借 用 金 利 息 318
そ の 他 の 支 払 利 息 318

6,512
支 払 為 替 手 数 料 1,083
そ の 他 の 役 務 費 用 5,429

16,824
国 債 等 債 券 売 却 損 13,124
金 融 派 生 商 品 費 用 3,662
そ の 他 の 業 務 費 用 38

41,596
5,232

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,596
貸 出 金 償 却 4
株 式 等 売 却 損 2,180
株 式 等 償 却 50
金 銭 の 信 託 運 用 損 1
そ の 他 の 経 常 費 用 1,398

26,725
1

固 定 資 産 処 分 益 1
13

固 定 資 産 処 分 損 13
26,713

7,867
△ 5

   法   人   税   等   合   計 7,862
18,851

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

役 務 取 引 等 収 益

特 定 取 引 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

２０２５年４月  １日から
２０２６年３月３１日まで

科 目 金 額

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

信 託 報 酬
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個別注記表 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

重要な会計方針 

１．特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用

して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、

貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を損益計算

書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。  

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、スワ

ップ・先物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額により行っ

ております。 

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当事業年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債

権等については前事業年度末と当事業年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業年度

末と当事業年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・

子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価

法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法に

よる原価法により行っております。  

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の金銭の信託については時

価法、その他の金銭の信託については上記(1)のうちのその他有価証券と同じ方法により行っております。  

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定率法（ただし、1998 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並び

に 2016 年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建  物 20 年～50 年 

その他  ５年～20 年  

(2) 無形固定資産

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内に

おける利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用

年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決

めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公

認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 2022 年４月 14 日）に規定する正常先債権及び要注意先

債権に相当する債権については、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に
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基づき計上しております。 

正常先債権及び要管理先債権以外の要注意先債権については今後 1 年間の予想損失額を見込んで計上し、

要管理先債権については今後３年間の予想損失額を見込み、貸倒引当金として計上しております。予想損

失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき

損失率を求め、これに将来見込み等の必要な修正を加えて算出しております。要管理先債権で与信額が一

定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に

見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割

り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上

しております。 

破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可

能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しており

ます。破綻懸念先債権のうち、一定額以上の大口債務者の債権については債務者ごとに担保の処分可能見

込額及び保証による回収可能見込額を控除した債権額と、合理的に将来キャッシュ・フローを見積もって

算出した回収可能額との差額を貸倒引当金として計上しております。上記以外の破綻懸念先債権につい

ては要管理先債権と同様の方法により貸倒引当金を算出しております。  

破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保

証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。  

なお、すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。  

(2) 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を

当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務

費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。  

過去勤務費用    ：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10 年）による定額法

により損益処理  

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10 年）によ

る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

(3) 役員株式給付引当金

役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行の取締役（監査等委員である取締役、それ以外

の取締役のうち社外取締役である者及び非業務執行取締役を除く。）及び執行役員への報酬支払に備える

ため、取締役及び執行役員に対する報酬の支給見込額のうち、事業年度末までに発生していると認められ

る額を計上しております。なお、株式給付信託に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自

社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第 30 号 2015 年３月 26 日）に準じた

処理をしております。 

(4) 睡眠預金払戻損失引当金

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し利益計上を行った睡眠預金の払戻請求に備えるため、過

去の支払実績等を勘案して必要と認められる額を計上しております。 

(5) 偶発損失引当金

偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度等の代位弁済に伴い発生する負担金等の支払いに

備えるため、将来発生する損失額を見積もり計上しております。 

７．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基

準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第 24 号。2022

年３月 17 日。以下「業種別委員会実務指針第 24 号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。

ヘッジ有効性評価の方法については、貸出・債券等の金利変動リスクを減殺する目的で行うヘッジについ
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てヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係を検証しております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨

建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第

25 号。2020 年 10 月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法について

は、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ

取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジショ

ン相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

重要な会計上の見積り 

１．貸倒引当金の見積り 

（１）財務諸表に計上した金額

  貸倒引当金  23,753 百万円 

（２）見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

①見積り金額の算出方法

当行の貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」の「６．引当金の計上基準」に記載しておりま

す。

②見積り金額の算出に用いた仮定

貸倒引当金は、債務者の現時点の財務内容や債務返済能力等を総合的に勘案し債務者区分を決定し

ており、過去の貸倒実績率を基礎に算定した予想損失率や合理的に見積られたキャッシュ・フローに基

づき算出しております。

③翌年度の財務諸表に与える影響

上記②に記載した債務者区分の決定、予想損失率及びキャッシュ・フローの見積りに用いた仮定は不

確実であり、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合においては、

損失額が増減する可能性があります。

未適用の会計基準等 

（リースに関する会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第 34 号 2024 年９月 13 日） 

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 33 号 2024 年９月 13 日）等 

１．概要 

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の

全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準

を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS 第 16 号の単一の会計処理モデルを基礎とするもの

の、IFRS 第 16 号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で

利便性が高く、かつ、IFRS 第 16 号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目

指したリース会計基準等が公表されました。 

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS 第 16 号と同様に、リースがフ

ァイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用

権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されま

す。 
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２．適用予定日 

2028 年３月期の期首より適用予定であります。 

３．当該会計基準等の適用による影響 

「リースに関する会計基準」等の適用による計算書類に与える影響額につきましては、現時点で評価中で

あります。 

追加情報 

（株式給付信託） 

当行は、取締役（監査等委員である取締役、それ以外の取締役のうち社外取締役である者及び非業務執行

取締役を除く。）及び執行役員（以下、総称して「対象役員」という。）の報酬と親会社である株式会社九州

フィナンシャルグループ（以下、「九州フィナンシャルグループ」という。）の株式価値との連動性をより明

確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも九州フィナンシャルグルー

プの株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを

目的として、株式報酬制度「株式給付信託」（以下「本制度」という。）を導入しております。なお、役員株

式給付引当金の算出方法については、「重要な会計方針」の６．「(3)役員株式給付引当金」に記載しており

ます。 

１．取引の概要 

本制度は、九州フィナンシャルグループが拠出する金銭を原資として、九州フィナンシャルグループの株

式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。）を通じて取得され、対象役員に対

して、当行が定める役員株式給付規程に従って、九州フィナンシャルグループの株式及び当該株式を時価で

換算した金額相当の金銭（以下、本項目において「株式等」という。）が本信託を通じて給付される株式報

酬制度です。なお、対象役員が株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時となります。 

２．信託が保有する当行の株式に関する事項 

該当事項はありません。 
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注記事項  

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資金総額   19,685 百万円  

２．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、

債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証

しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限

る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上される

もの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約に

よるものに限る。）であります。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額  11,903 百万円 

危険債権額   35,028 百万円 

三月以上延滞債権額      22 百万円 

貸出条件緩和債権額    13,965 百万円 

合計額   60,919 百万円 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事

由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従

った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産再生債権及びこれらに準ずる債

権に該当しないものであります。 

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産

更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

３．手形割引は、業種別委員会実務指針第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入

れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有しております

が、その額面金額は、5,245 百万円であります。  

４．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券           425,952 百万円 

貸出金            615,374 百万円 

担保資産に対応する債務  

預金    52,768 百万円 

売現先勘定 170,904 百万円 

債券貸借取引受入担保金  145,088 百万円 

借用金    613,800 百万円 

上記のほか、為替決済、指定金融機関等の取引の担保として、有価証券 74,151 百万円、外国為替 2,607 百

万円及びその他資産 713 百万円を差し入れております。 

また、その他の資産には、保証金 388 百万円及び金融商品等差入担保金 1,548 百万円が含まれております。 

５．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合

に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約

であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、951,668 百万円であります。このうち原契約期間が１年

以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが 901,344 百万円あります。  

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必

ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金

融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又

は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じ

て不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている行内手続に基

づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。  

６．土地の再評価に関する法律（1998 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計
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上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております｡ 

再評価を行った年月日        1999 年３月 31 日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（1998 年３月 31 日公布政令第 119 号）第２条第３号に定める土地課

税台帳に登録されている価格（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って算出。 

同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用の土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業

用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額        2,823 百万円  

７．有形固定資産の減価償却累計額          42,313 百万円  

８．有形固定資産の圧縮記帳額               3,760 百万円  

９.  単体自己資本比率   10.29％ 

10．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の

保証債務の額は 18,902 百万円であります。  

11．取締役との間の取引による取締役に対する金銭債権総額      15 百万円  

12．貸借対照表に計上した固定資産のほか、現金自動設備等の一部については、所有権移転外ファイナンス・

リース契約により使用しております。

13．関係会社に対する金銭債権総額      61,478 百万円  

14．関係会社に対する金銭債務総額      8,766 百万円  

15．銀行法第 18 条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

剰余金の配当をする場合には、会社法第 445 条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、

当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として

計上しております。  

なお、当事業年度においては利益準備金の額が資本金の額に達しているため、利益準備金及び資本準備金

の計上は行っておりません。  

（損益計算書関係） 

関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額    942 百万円 

役務取引等に係る収益総額    100 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額  498 百万円 

関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額    15 百万円 

役務取引等に係る費用総額   754 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額  3,543 百万円 
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（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針

当行は、銀行業であるため、個人や法人等から受け入れた預金あるいはコール市場等の金融市場から直

接調達した資金等をもとに、貸出や有価証券投資等で運用することによって収益を得ることを主な業務

としております。また、有価証券投資に伴う債券・株式等の売買や公共債の窓口販売等金融商品に係るさ

まざまな業務を手掛けております。 

資金調達については、預金等（譲渡性預金含む）を中心に行っており、中でも個人預金が大きなウェイ

トを占めております。預金調達の際には、資金の安定性の確保のため、定期預金での調達を積極的に行っ

ております。また一部においては、金融市場から直接資金調達を行っており、調達手段としてコールマネ

ー等を利用しているほか、外貨資金の調達手段として為替・通貨スワップ等のデリバティブ取引や外債レ

ポ取引及び売現先取引を利用しております。 

資金運用については、大きな運用の柱として貸出金があり、次に債券、株式等の有価証券投資がありま

す。貸出金については、熊本県の中小・中堅企業及び個人向けを中心として貸出を行っており、併せて公

共部門や県外の大企業等に対しても行っております。有価証券投資については、国債や地方債等の公共債

を中心に投資を行っているほか社債、株式及び外国証券等への投資も行っております。 

以上のように、当行は、金利変動や価格変動を伴う金融資産・負債を有しているため、これらのリスク

の変動による不利な影響が生じないよう、資産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）を行っております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

①金融資産

当行が保有する金融資産のうち、最も大きなウェイトを占めるのは貸出金であり、主として国内法人

及び個人に対するものです。貸出金は信用リスクに晒されており、取引先の信用状況が悪化し、債務の

支払いが不能となった場合、貸倒等の損失を被る可能性があります。また、固定金利の貸出金について

は、市場リスクに晒されており、市場金利の変動により時価が変動する可能性があります。 

次に大きなウェイトを占めるのが有価証券であり、国内債券に加え、株式や海外債券、投資信託等を

保有しております。保有する有価証券は、市場リスクに晒されており、金利や株価、為替等のリスク・

ファクターの変動により、時価が変動し損失を被る可能性があります。加えて、流動性の低下により時

価が下落する流動性リスクにも晒されております。また、債券や株式など一部の有価証券については信

用リスクに晒されており、発行体の信用状況が悪化した場合には、減損等の損失を被る可能性がありま

す。 

②金融負債

当行の金融負債のうち預金等及び市場性の資金調達については、流動性リスクに晒されており、当行

の信用力が低下することにより、預金の流出や必要な資金が調達できなくなる可能性に加え、不利な条

件での取引を余儀なくされることにより損失を被る可能性があります。 

また、固定金利の調達については、市場リスクに晒されており、市場金利の変動により時価が変動す

る可能性があります。 

③デリバティブ

当行が行っているデリバティブ取引には、金利スワップ取引や為替・通貨スワップ取引等があります。

リスク・ヘッジを目的とした取引については、繰延ヘッジや特例処理によるヘッジ会計を適用しており、

時価の変動比率や契約内容を基に、ヘッジの有効性を評価しています。デリバティブ取引についても、

取引先の信用状況が悪化し、契約が履行されない信用リスクや、リスク・ファクターの変動に伴う市場

リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①リスク管理の基本方針

当行では、リスク管理を経営の重要課題と位置づけ、リスク管理の徹底に関する組織・体制の強化を

図っております。各種リスクを正しく把握し、かつ、金融情勢の変化に対応してリスクを適切に管理す

ることにより、当行の健全性の維持・向上と経営基盤の確立を図っております。 
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②リスクの内容と管理体制

当行では、リスク管理体制をより充実させるため、「統合的リスク管理規程」を制定し、信用リスク、

市場リスク、流動性リスクについて、管理すべきリスクの内容毎に毎年度管理方針を定め、管理のため

の組織や権限を明確に規定しております。また、リスク管理の体制として、各部室所、営業店といった

業務担当部署のリスク管理については、各リスク毎に本部各部がリスク管理担当部署となり、銀行業務

に係るすべてのリスク管理については、ＣＲ統括部が統括し、リスク管理の状況を取締役会へ報告して

おります。さらに業務部門から独立した監査部は、リスク管理担当部署およびリスク管理統括部署の監

査を実施し、その結果を取締役会等へ報告しております。 

③統合リスク管理

当行では、各種リスクを一元的に把握・合算し、全体のリスク量が経営体力に対して大きすぎないか

を管理するため統合リスク管理を行っております。また、自己資本の範囲内で各種リスクに対する備え

としてリスク資本を配賦する態勢を導入し、経営の健全性確保と収益性・効率性の向上に努めておりま

す。 

Ａ．信用リスク 

当行では、信用リスク管理体制の充実を図るため、本部における貸出金の審査・管理部門は営業推

進部門と分離し、相互に牽制機能が働いており、厳格な審査・管理を行っております。さらに貸出金

等が特定の地域、業種、企業、グループ等に偏らないよう残高の管理を行い、取締役会等でチェック

する体制をとっております。 

また、取引先の信用度合いの正確な把握と信用リスク管理の精緻化を目的に、「信用格付制度」を

導入しております。信用格付は信用リスク管理の基本概念であり、自己査定の基礎となるものです。 

自己査定については監査する独立の部署を設け、営業店・審査部門への相互牽制機能をもたせるこ

とにより、内容の充実を図っております。 

Ｂ．市場リスク 

当行では、的確な市場リスクコントロールによる安定的な収益の確保を図るため、ＶａＲ（バリュ

ー・アット・リスク（一定の保有期間及び特定の確率の範囲内で想定される最大損失額））等の手法

によりリスクを把握したうえで、ＡＬＭ委員会において、金利予測や収益計画に基づき、リスクテイ

クやリスク・ヘッジの方針等を決定しております。

当行の銀行勘定・特定取引勘定において、金利変動リスクの影響を受ける金融商品には、預金・貸

出金・債券・金利関連デリバティブ取引等があり、株価変動リスクの影響を受ける金融商品には、株

式・株式投資信託・株式関連デリバティブ取引等があります。当行では、これらの金融商品について

主にヒストリカル・シミュレーション法（保有期間 10 日～６ヶ月・信頼区間 99％・観測期間５年）

によるＶａＲを計測しており、2026 年３月 31日現在では、金利変動リスクに係るＶａＲが 114 億

円、株価変動リスクに係るＶａＲが 164 億円となっております。 

なお、ＶａＲの値についてはバックテスト等による検証を定期的に実施しておりますが、過去の市

場の変動を基に一定の発生確率を前提として計測しているため、過去にない規模の市場変動の影響ま

で捕捉するものではありません。また、その金額等から影響が軽微な一部の金融商品につきましては

定量的分析を実施しておりません。 

Ｃ．流動性リスク 

当行では、流動性リスクに対応するため資金繰りに関する管理部署を定め、日次、週次、月次にて

資金繰り状況を把握・分析するとともに調達予定額のシミュレーションを実施しております。また、

不測の事態に備え資金繰り逼迫度に応じて４段階の区分管理を行い、各々の局面において迅速な対応

が行えるよう、対応策や報告連絡体制を定めております。 
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(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価

額が異なることもあります。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、

市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注１）参照）。また、現金預け

金、コールローン、外国為替(資産・負債)、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済され

るため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

（単位：百万円） 

貸借対照表計上額 時価 差額 

(1)特定取引資産

売買目的有価証券

(2)有価証券

満期保有目的の債券

その他有価証券

(3)貸出金

貸倒引当金（*1）

1 

19,002 

991,585 

4,867,342 

△23,580

1 

18,713 

991,585 

－ 

△288

－

4,843,761 4,765,611 △78,149

資産計 5,854,350 5,775,911 △78,438

(1)預金

(2)譲渡性預金

(3)借用金

5,635,752 

128,471 

614,975 

5,637,397 

128,652 

612,898 

1,644 

180 

△2,076

負債計 6,379,199 6,378,948 △251

デリバティブ取引（*2） 

ヘッジ会計が適用されていないもの

ヘッジ会計が適用されているもの(*3)

△1,683

79,013

△1,683

79,013

－ 

－ 

デリバティブ取引計 77,330 77,330 － 

（*1）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（*2）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示して

おります。 

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 

（*3）ヘッジ対象である有価証券等の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワッ

プ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。 
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（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報

の「その他有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区 分 貸借対照表計上額 

非上場株式等(*1)(*2) 13,158 

組合出資金 (*3) 31,936 

（*1）非上場株式等については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 19 

号 2020 年３月 31 日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

（*2）当事業年度において、非上場株式について 50 百万円減損処理を行っております。 

（*3）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 

2021 年６月 17 日）第 24-16 項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

（注２）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

資 産 

特定取引資産及び有価証券 

特定取引資産及び有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレ

ベル１の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。 

公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類してお

ります。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託に

ついて、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない

場合には基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しております。 

相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて

時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプット

には、無担保コールレート、TIBOR、国債利回り、スワップレート、信用スプレッド等が含まれます。

算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル３の時価に分類しておりま

す。 

貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行

後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお

り、レベル３の時価に分類しております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に

基づく区分ごとに、元利金の合計額をスワップレートをベースに信用スプレッドを加味した利率等で割

り引いて時価を算定しており、レベル３の時価に分類しております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フロー

の割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、

時価は決算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似して

おり、当該価額を時価としていることから、レベル３の時価に分類しております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないもの

については、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるた
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め、帳簿価額を時価としており、レベル３の時価に分類しております。 

負 債 

預金及び譲渡性預金 

要求払預金について、決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。

また、定期預金及び譲渡性預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割

り引いた割引現在価値により時価を算定しております。割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用す

る利率を用いております。定期預金のうち変動金利によるものは短期間で市場金利を反映するため、時

価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。なお、定期預金のうち預

入期間が短期間（１年以内）の外貨定期預金は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。当該時価はレベル２の時価に分類しております。 

借用金 

借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借入金の残存期

間及び信用リスクを加味した利率、又は、同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を

算定しております。このうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行の信用

状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該

帳簿価額を時価としております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近

似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はいずれもレベル２の時価に分類

しております。 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、大部分は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取

引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用

して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、

ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調

整を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル

２の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。 
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(有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「短期社債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証

券」が含まれております。 

１．売買目的有価証券（2026 年３月 31 日現在） 

当事業年度の損益に含まれた評価差額 (百万円） 

売買目的有価証券 0 

２．満期保有目的の債券（2026 年３月 31 日現在） 

種類 
貸借対照表計上額

(百万円） 
時価 

(百万円） 
差額 

(百万円） 

時価が 

貸借対照表 

計上額を 

超えるもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

社債 546 547 1 

その他 － － － 

小計 546 547 1 

時価が 

貸借対照表 

計上額を 

超えないもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

社債 18,456 18,165 △290

その他 － － － 

小計 18,456 18,165 △290

合計 19,002 18,713 △288

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2026 年３月 31 日現在） 

貸借対照表 

計上額(百万円） 

時価 

(百万円） 

差額 

(百万円） 

子会社・子法人等株式 － － － 

関連法人等株式 － － － 

合計 － － － 

(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額 

貸借対照表計上額(百万円） 

子会社・子法人等株式 6,840 

関連法人等株式 － 
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４. その他有価証券（2026 年３月 31 日現在）

種類 
貸借対照表計上額

(百万円） 
取得原価 
(百万円） 

差額 
(百万円） 

貸借対照表 

計上額が 

取得原価を 

超えるもの 

株式 92,028 39,723 52,305 

債券 9,360 9,322 37 

  国債 － － － 

  地方債 9,360 9,322 37 

短期社債 － － － 

  社債 － － － 

その他 188,735 152,766 35,968 

うち外国証券 88,885 74,133 14,751 

小計 290,124 201,812 88,311 

貸借対照表 

計上額が 

取得原価を 

超えないもの 

株式 4,392 4,979 △587

債券 343,324 440,809 △97,485

  国債 156,240 214,327 △58,087

  地方債 121,603 155,257 △33,653

短期社債 11,988 11,990 △2

  社債 53,491 59,233 △5,741

その他 353,745 398,107 △44,362

うち外国証券 325,865 368,601 △42,736

小計 701,461 843,896 △142,434

合計 991,585 1,045,708 △54,122

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2025 年４月１日 至 2026 年３月 31 日） 

売却原価 

（百万円) 

売却額 

（百万円) 

売却損益 

（百万円） 

国債 － － － 

地方債 － － － 

社債 100 100 － 

その他 － － － 

合計 100 100 － 

（売却の理由）買入消却によるものであります。 

６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2025 年４月１日 至 2026 年３月 31 日） 

売却額 
(百万円) 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
(百万円) 

株式 15,241 9,767 1,083 

債券 51,236 5,869 9,999 

  国債 39,434 5,678 8,981 

  地方債 6,047 190 572 

短期社債 － － － 

  社債 5,754 － 445 

その他 117,938 5,358 4,222 

うち外国証券 102,214 2,710 3,543 

合計 184,416 20,995 15,305 
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７．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価

証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認め

られないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度

の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。 

当事業年度における減損処理はございません。 

なお、当該有価証券の減損にあたっては、当事業年度末日における時価の取得原価に対する下落率が

50％以上の銘柄について一律減損処理するとともに、30％以上 50％未満の銘柄について過去一定期間の

時価の推移や発行会社の信用リスク等を判断基準として減損処理しております。 

（金銭の信託関係） 

１．運用目的の金銭の信託（2026 年３月 31 日現在） 

貸借対照表計上額 
(百万円) 

当事業年度の損益に含まれた 
評価差額(百万円) 

運用目的の金銭の信託 9,996 13 

２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2026 年３月 31 日現在） 

貸借対照表 
計上額 

(百万円) 

取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

うち貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 
（百万円） 

うち貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの 

(百万円) 

その他の 

金銭の信託 
15,200 15,200 － － － 

（注）「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないも

の」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産 

貸倒引当金 7,001 百万円 

退職給付引当金 1,587 

減価償却 491 

有価証券償却 681 

固定資産減損損失 705 

その他有価証券評価差額金 17,361 

その他 1,259 

繰延税金資産小計 29,089 

評価性引当額 △1,493

繰延税金資産合計 27,595 

繰延税金負債 

繰延ヘッジ損益 △27,658

不動産圧縮積立金 △163

前払年金費用 △2,675

その他 △36

繰延税金負債合計 △30,534

繰延税金資産（負債）の純額 △2,938 百万円 
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（関連当事者との取引） 

（１）子会社及び子法人等

種類 
会社等の 

名称 

議決権等の 

所有割合 

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（百万円） 
科目 期末残高 

子会社 
肥銀カード 

株式会社 

所有 

直接 100% 
役員の兼任 

当行住宅 

ローン等の

債務保証

121,942 － － 

（注）１．保証条件は、商品ごとに保証対象の住宅ローン等の信用リスク等を勘案し、決定しております。 

２．取引金額は、当事業年度末に保証を受けている住宅ローン等の残高を記載しております。 

（２）役員及び個人主要株主等

該当ありません。

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額          1,621 円 53 銭 

１株当たりの当期純利益金額       81 円 79 銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

（重要な後発事象） 

該当ありません。 
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